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２
０
２
０
年
9
月
1
日
に

「
休
業
指
示
に
係
る
就
業
規

則
等
」
が
改
正
さ
れ
、
会
社

は
い
つ
で
も
「
経
営
判
断
」

で
社
員
に
「
休
業
」
を
命
じ

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

　

経
営
側
は
団
体
交
渉
で

「
休
業
」
の
実
施
に
関
し
て

は
「
柔
軟
な
運
用
を
行
う
」

と
し
て
、
実
施
要
件
や
運
用

の
細
部
に
曖
昧
さ
を
残
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
仮

に
「
休
業
を
実
施
す
る
」
と

し
た
場
合
、
そ
の
運
用
に
あ

た
っ
て
は
「
議
事
録
確
認
」

や
「
労
働
協
約
」
、
さ
ら
に

関
係
す
る
法
律
に
則
っ
て
い

る
の
か
な
ど
、
労
働
組
合
と

し
て
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
は
た

す
こ
と
が
非
常
に
重
要
と
な

る
。

　

9
月
1
日
の
「
就
業
規
則

等
の
改
正
」
が
ゴ
ー
ル
で
は

な
い
。
私
た
ち
に
と
っ
て

「
休
業
」
と
い
う
新
た
な
課

題
の
始
ま
り
で
あ
る
。
東
日

本
ユ
ニ
オ
ン
は
「
休
業
」
を

実
施
す
る
と
な
っ
た
場
合
、

直
ち
に
「
休
業
の
判
断
に
至

っ
た
経
営
努
力
」
や
「
賃
金

支
給
率
」
な
ど
に
つ
い
て
の

労
使
協
議
を
申
し
入
れ
て
い

く
が
、
何
よ
り
大
切
な
の
は

組
合
員
一
人
ひ
と
り
が
労
働

者
の
視
点
で
新
た
な
「
休

業
」
と
い
う
課
題
に
向
き
合

い
「
制
度
を
職
場
か
ら
チ
ェ

ッ
ク
し
て
い
く
」
と
し
た
姿

勢
と
実
践
で
あ
る
。

　

組
合
員
同
士
で
、
こ
れ
ま

で
の
団
体
交
渉
議
論
を
振
り

返
り
、
休
業
指
示
の
流
れ
を

把
握
し
て
い
こ
う
。

休
業
指
示
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ�

．
ど
の
よ
う
な
と
き
に

「
休
業
」
を
実
施
す
る
の

か
？

Ａ�

．「
休
業
」
は
企
業
活
動
が

困
難
な
場
合
に
行
う
。

Ａ�

．
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
単
独
で

「
休
業
」
を
指
示
す
る
こ

と
は
な
い
。
複
合
的
な
目

的
と
な
る
。
ま
た
「
休

業
」
は
人
件
費
の
抑
制
を

目
的
と
し
た
も
の
で
は
な

い
。

Ｑ�

．
社
員
に
は
、
ど
の
よ
う

に
勤
務
指
定
が
さ
れ
る
の

か
？

Ａ�

．
基
本
的
に
は
毎
月
25
日

の
勤
務
指
定
の
際
に
「
休

業
」
の
日
を
指
定
す
る
こ

と
と
な
る
。
ま
た
、
そ
れ

よ
り
も
早
い
段
階
で
社
員

に
説
明
す
る
。
な
お
、
勤

務
指
定
後
に
予
測
し
得
な

い
事
態
が
生
じ
た
場
合

な
ど
に
は
、
新
た
に
「
休

業
」
を
命
ず
る
場
合
や
指

定
し
た
「
休
業
」
を
変
更

す
る
場
合
も
あ
る
。
な

お
、
勤
務
は
「
発
生
順
処

理
」
が
基
本
で
あ
る
。

Ａ�

．
「
休
業
」
を
労
働
日
と

し
て
カ
ウ
ン
ト
は
し
な
い

が
、
出
勤
率
に
は
入
れ

る
。
出
勤
日
数
に
も
欠
勤
日

数
に
も
な
ら
な
い
。
勤
務
の

取
り
扱
い
は
「
一
旦
指
定
し

た
勤
務
及
び
休
日
等
の
取
扱

い
」
に
則
り
「
原
則
的
取
扱

い
」
と
す
る
。

Ａ�

．
社
員
間
で
不
公
平
に
な

ら
な
い
よ
う
に
努
力
す
る

が
、
結
果
と
し
て
公
平
に

な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。

Ａ�

．
賃
金
処
理
の
実
績
開
示

な
ど
、
社
員
か
ら
の
申
告

が
あ
れ
ば
開
示
を
拒
む
も

の
で
は
な
い
。

Ｑ�

．「
休
業
」
を
命
じ
ら
れ
た

日
は
ど
う
な
る
の
か
？

Ａ�

．「
休
業
」
当
日
に
社
員
を

呼
び
出
す
こ
と
は
基
本
的

に
考
え
て
い
な
い
。
し
か

し
、
呼
び
出
す
可
能
性
は

ゼ
ロ
と
は
言
え
な
い
。
た

だ
し
「
休
業
」
の
社
員
を

呼
び
出
す
場
合
は
社
員
の

了
承
が
必
要
。

Ａ�

．
呼
び
出
し
た
場
合
の
賃

金
は
Ａ
単
価
。
「
緊
急
呼
出

手
当
」
は
支
給
し
な
い
。

団
体
交
渉
に
お
け
る

主
な
確
認
事
項

▽�

経
営
側
は
「
『
そ
の
他
時

間
』
は
乗
務
終
了
後
に
設

定
し
た
い
」
と
の
考
え
を

示
す
も
「
育
児
・
介
護
勤

務
Ａ
」
適
用
社
員
の
要
望

や
職
場
実
態
に
あ
わ
せ
て

「
そ
の
他
時
間
」
を
乗
務

開
始
前
に
も
設
定
す
る
こ

と
を
確
認
！

▽�

制
度
利
用
社
員
の
平
等
性

を
求
め
た
こ
と
に
対
し

「
多
様
な
働
き
方
だ
け
を

追
求
す
れ
ば
可
能
だ
が
、

効
率
性
が
欠
け
る
た
め
、

輸
送
形
態
や
線
区
の
特
情

に
よ
り
困
難
」
と
回
答
す

る
も
、
制
度
利
用
社
員
の

声
を
聴
い
て
行
路
作
成
を

行
う
こ
と
を
確
認
！

▽�

「
短
時
間
行
路
」
の
導
入

目
的
に
鑑
み
て
、
拘
束
時

間
の
限
度
を
求
め
た
こ
と

に
対
し
「
線
区
や
職
場
の

特
情
が
あ
る
た
め
、
行
路

作
成
上
、
拘
束
時
間
＝
労

働
時
間
と
す
る
こ
と
は
難

し
い
」
と
の
考
え
を
示
す

も
「
『
む
や
み
や
た
ら
に

拘
束
時
間
を
延
ば
す
べ
き

で
は
な
い
』
と
各
支
社
に

は
伝
え
て
い
る
」
と
回

答
。
本
社
と
し
て
「
短
時

間
行
路
」
お
よ
び
行
路
作

成
の
経
緯
を
確
認
し
、
是

正
す
る
点
が
あ
れ
ば
指
導

す
る
こ
と
を
確
認
！
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7
月
に
新
幹
線
統
括
本
部
と
行
っ
た
幹
申
第
三
号
「
新
潟
新

幹
線
運
輸
区
に
お
け
る
当
務
主
務
の
作
業
ダ
イ
ヤ
に
関
す
る
申

し
入
れ
」
の
団
体
交
渉
を
通
じ
て
、
具
体
的
に
当
務
主
務
の
連

続
九
時
間
労
働
の
解
消
を
実
現
し
て
き
た
。

　
し
か
し
、
東
日
本
ユ
ニ
オ
ン
は
「
短
時
間
行
路
」
を
め
ぐ

り
、
単
に
新
幹
線
職
場
や
一
職
場
の
問
題
で
は
な
い
と
の
問
題

意
識
か
ら
「
多
様
な
働
き
方
の
実
現
」
と
し
て
導
入
さ
れ
た

「
短
時
間
行
路
」
の
検
証
を
進
め
て
い
る
。

　
乗
務
開
始
前
や
乗
務
終
了
後
の
「
欠
在
」
で
き
る
「
そ
の
他

時
間
」
が
な
い
行
路
や
、
拘
束
時
間
が
6
時
間
01
分
を
超
え
る

行
路
は
な
い
か
。
ま
た
、
勤
務
種
別
の
違
い
に
よ
り
乗
務
開
始

か
ら
乗
務
終
了
ま
で
の
労
働
時
間
に
違
い
が
あ
る
行
路
は
な
い

か
な
ど
、
導
入
目
的
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
各
職
場
の
「
短
時
間

行
路
」
の
検
証
を
進
め
て
い
く
。

　

東
日
本
ユ
ニ
オ
ン
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
第
九
次
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
則

り
、
感
染
拡
大
防
止
対
策
を
徹
底
し
た
上
で
「
地
本
代
表
者
会
議
」
「
業
務
担
当
者
会
議
」

「
組
織
担
当
者
会
議
」
を
そ
れ
ぞ
れ
開
催
し
、
労
働
条
件
の
向
上
に
む
け
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お

け
る
東
日
本
ユ
ニ
オ
ン
運
動
の
展
開
に
つ
い
て
の
意
思
統
一
を
は
か
っ
た
。

　

会
社
は
9
月
16
日
に
「
変
革
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
～
サ
ス
テ
ィ
ブ
ル
な
Ｊ
Ｒ
東
日
本
グ
ル

ー
プ
を
め
ざ
し
て
～
」
を
発
表
し
「
変
革
２
０
２
７
」
で
示
し
た
諸
施
策
を
「
さ
ら
に
ス
ピ

ー
ド
を
上
げ
て
取
り
組
む
」
と
し
た
経
営
戦
略
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

　

私
た
ち
東
日
本
ユ
ニ
オ
ン
は
、
責
任
あ
る
労
働
組
合
と
し
て
会
社
施
策
と
向
き
合
い

「
第
九
次
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
徹
底
し
、
確
認
し
た
当
面
す
る
方
針
の
も
と
、
全
組
合

員
と
と
も
に
「
乗
務
員
勤
務
制
度
の
検
証
」
や
「
休
業
指
示
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能

の
強
化
」
、
そ
し
て
「
２
０
２
０
年
度
年
末
手
当
の
取
り
組
み
」
な
ど
の
運
動
を
進
め

て
い
く
。 

９
月
１
日
よ
り「
休
業
」が
就
業
規
則
等
に
明
文
化

「
休
業
」を
新
た
な
課
題
と
し
て
取
り
組
む
！

助勤や兼務などでの対応もあり、直ちに
「休業」とするものではない

←

休業指示を実施
※日単位で勤務指定

待命休職
※月単位で発令

社員に周知

前月25日に勤務指定

休業指定当日

給与支給日

→  新型コロナウイルス感染拡大防止は、基本的
に「自宅待機（勤務免除）」と「テレワーク」

→  「休業を実施する事由」及び「その期間」

→  基本は前月の勤務発表時に「休業」の勤務指定を行う
　  ※ 勤務指定後の「休業指示」及び一旦指定した「休業指示」の

取り消しもある
　  ※ 「休業指示」の回数は（同一職場、同一担務）均一化するよ

う努力する

→  社員の過ごし方は、休日と同様（自宅にいる必要はない）
　  ※ 急遽、呼び出されての「休業指示の取り消し」や「出勤」に

変更となる場合には、社員の了承が必要

→  「休業指示」がされた翌月に休業された分の減額（日割り
計算）と平均賃金の算出を行い、支給する

　  ※ 支払額など、社員からの問い合わせがあれば説明する

→  必要と判断した場
合には、労働組合
に情報提供

　  ※ 東日本ユニオンは
労使協議を求めた

↑  

休業指示の流れ

業務量の減少その他経営上の都合

「待命休職」を適用する場合、労働
組合と協議（労働協約第７条２項）
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東日本ユニオン 第 85号（2）令和2年（2020）10月5日

申
し
入
れ
項
目

１�

．
申
第
三
十
八
号
の
回
答

に
お
い
て
「
自
宅
待
機
中

（
勤
務
免
除
）
に
呼
び
出

さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
時

点
で
自
宅
待
機
（
免
除
）

は
切
れ
る
」
と
の
回
答
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
呼
び

出
し
連
絡
が
あ
っ
た
時
刻

か
ら
職
場
に
出
勤
し
、
実

労
働
が
始
ま
る
ま
で
の
時

刻
に
つ
い
て
は
「
自
宅
待

機
（
勤
務
免
除
）
」
内
の

所
定
労
働
時
間
か
ら
除
外

す
る
勤
務
処
理
と
な
る
よ

う
に
労
働
時
間
の
計
算
に

つ
い
て
は
是
正
し
、
必
要

に
応
じ
て
正
当
な
賃
金
を

遡
っ
て
支
給
す
る
こ
と
。

２�

．
自
宅
待
機
（
勤
務
免

除
）
最
中
の
社
員
を
呼
び

出
し
て
、
予
め
定
め
ら
れ

て
い
た
所
定
退
勤
時
刻
を

超
え
て
実
労
働
さ
せ
た
場

合
に
は
、
所
定
労
働
時
間

に
達
す
る
ま
で
超
過
勤
務

（
Ａ
単
価
）
と
し
て
取
り

扱
う
こ
と
。

３�

．
自
宅
待
機
（
勤
務
免

除
）
の
所
定
労
働
時
間
を

終
え
た
の
ち
に
、
同
日
で

あ
ら
た
め
て
呼
び
出
し
て

実
労
働
さ
せ
た
場
合
に
は

超
過
勤
務
（
Ｂ
単
価
）
と

し
て
取
り
扱
う
こ
と
。

４�

．
自
宅
待
機
（
勤
務
免
除
）

に
関
す
る
労
働
時
間
、
賃
金

処
理
に
つ
い
て
、
社
員
か

ら
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
場

合
、
会
社
は
そ
の
社
員
に
説

明
す
る
こ
と
。

　

10
月
2
日
に
会
社
提
案

「
法
令
改
正
に
伴
う
就
業
規

則
の
改
正
に
つ
い
て
」
を
経

営
側
よ
り
団
体
交
渉
で
受
け

た
。

　

令
和
元
年
に
「
改
正
育

児
・
介
護
休
業
法
施
行
規

則
」
お
よ
び
改
正
指
針
が
公

布
、
告
示
さ
れ
、
こ
の
改
正

に
よ
り
令
和
3
年
1
月
1
日

か
ら
、
育
児
や
介
護
を
行
う

労
働
者
が
子
の
看
護
休
暇
や

介
護
休
暇
を
時
間
単
位
で
取

得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
。
こ
の
法
令
に
対
応

す
る
べ
く
就
業
規
則
等
を
改

正
す
る
と
し
て
い
る
。

　

提
案
の
ポ
イ
ン
ト
と
し

て
、
育
児
や
介
護
を
行
う
社

員
が
介
護
休
暇
や
看
護
休
暇

を
柔
軟
に
取
得
で
き
る
よ
う

に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
始

業
時
刻
ま
た
は
終
業
時
刻
に

連
続
し
て
「
時
間
単
位
」
で

も
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
る

こ
と
と
、
日
勤
勤
務
や
8
時

間
以
内
の
変
形
勤
務
だ
け
で

な
く
「
交
代
勤
務
や
乗
務
員

勤
務
で
も
取
得
可
能
に
な

る
」
と
し
て
い
る
。

　

東
日
本
ユ
ニ
オ
ン
は
提
案

後
、
直
ち
に
本
提
案
に
対
す

る
意
見
集
約
の
取
り
組
み
を

開
始
し
た
。
制
度
を
利
用
す

る
側
の
立
場
か
ら
、
疑
問
点

や
意
見
を
あ
げ
て
い
こ
う
。

※
詳
し
く
は
別
掲
を
参
照

「
法
令
改
正
に
伴
う
就
業
規
則
等
の
改
正
に
つ
い
て
」

「
法
令
改
正
に
伴
う
就
業
規
則
等
の
改
正
に
つ
い
て
」

団
体
交
渉
で
経
営
側
よ
り
提
案
を
受
け
る

　

東
日
本
ユ
ニ
オ
ン
は
こ
の
間
、
三
度
に
わ
た
り
経
営
側
と
「
自
宅
待
機
（
勤
務
免
除
）
」
に

関
す
る
団
体
交
渉
を
行
っ
て
き
た
。
経
営
側
の
回
答
が
二
転
三
転
す
る
中
、
9
月
11
日
に
開
催

し
た
申
第
三
十
八
号
「
『
勤
務
免
除
（
自
宅
待
機
）
』
の
不
確
定
な
取
り
扱
い
に
対
す
る
申
し

入
れ
」
の
団
体
交
渉
で
、
あ
ら
た
め
て
厳
正
に
勤
務
処
理
を
行
う
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

し
か
し
、
現
場
組
合
員
か
ら
は
労
使
双
方
で
確
認
し
た
「
回
答
」
に
基
づ
く
、
厳
正
な
勤
務

処
理
が
未
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
実
態
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
実
態
に
踏
ま
え
、
9
月
28
日
に
申
第
四
十
号
「
申
第
三
十
八
号
の
団
体
交
渉
を

踏
ま
え
た
『
自
宅
待
機
（
勤
務
免
除
）
』
に
関
す
る
申
し
入
れ
」
を
提
出
し
た
。
経
営
側
自
身

が
出
し
た
回
答
を
遵
守
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
厳
正
な
労
働
時
間
の
管
理
と
賃
金
処
理
を
求

め
て
経
営
側
と
議
論
し
て
い
く
。

〈日単位での取得に加えて〉
現　行

４時間以内の半日単位での取得が可能
日勤勤務・８時間以内の変形勤務に限定
勤務中間での取得は不可能

「半日単位×２」を、１日の休暇とカウント

〈日単位での取得に加えて〉
改正（案）

１時間単位での取得が可能に
勤務種別による制限を廃止
勤務中間での取得は不可能（変更なし）

「1時間×８」を、１日の休暇とカウント

◎ 交代勤務や乗務員勤務でも取得可能（乗務員勤務からは外さない）
◎ 乗務員勤務の社員は７時間10分であるが、８時間で１日とカウントする

「
自
宅
待
機
」に
お
け
る
労
働
時
間
と
賃
金
処
理

「
自
宅
待
機
」に
お
け
る
労
働
時
間
と
賃
金
処
理

の
厳
正
を
求
め
、再
度
申
し
入
れ
を
行
う
！

の
厳
正
を
求
め
、再
度
申
し
入
れ
を
行
う
！

新たな「時代」を迎えた今、
全組合員とともに闘う方針を確立しよう！

と　き　2020年11月19日（木）12時から

場　所　Instabase 内海（ＪＲ水道橋駅下車・徒歩1分）

議　題　ⅰ）活動報告
　　　　ⅱ）協約・協定の締結承認
　　　　ⅲ）2020年度運動方針（案）
　　　　ⅳ）2019年度決算及び会計監査報告
　　　　ⅴ）2020年度予算（案）
　　　　ⅵ）規約・諸規則の一部改正（案）
　　　　ⅶ）本部役員・中央委員の選出
　　　　ⅷ）その他

第９回定期大会

　

私
は
１
９
７
８
年
（
昭
和

53
年
）
8
月
に
当
時
の
国
鉄

に
入
社
し
、
東
京
要
員
機
動

セ
ン
タ
ー
に
配
属
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
新
橋
駅
の
運

輸
係
を
経
て
、
１
９
８
０
年

（
昭
和
55

年
）
4
月
に

新
鶴
見
車
掌

区
に
貨
物
列

車
係
と
し
て

転
勤
し
ま
し

た
。
し
か

し
、
１
９
８

４
年
（
昭

和
59
年
）

2
月
に
貨
物
列
車
の
合
理

化
に
よ
り
列
車
係
が
廃
止
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
南
武
線

（
川
崎
～
立
川
間
）
を
乗
務

す
る
矢
向
車
掌
区
に
異
動
し

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
２
０
１

９
年
（
令
和
元
年
）
11
月
ま

で
「
昭
和
」
「
平
成
」
「
令

和
」
と
約
35
年
間
、
三
つ
の

時
代
を
南
武
線
の
車
掌
一
筋

で
勤
め
上
げ
、
東
日
本
ユ
ニ

オ
ン
の
み
な
さ
ん
の
支
え
も

あ
り
、
無
事
、
定
年
退
職
を

迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　

現
在
は
、
エ
ル
ダ
ー
社
員

と
し
て
同
年
12
月
よ
り
宇
都

宮
線
の
氏
家
駅
に
勤
務
し
て

お
り
、
所
属
地
本
も
横
浜
地

本
か
ら
大
宮
地
本
と
な
り
ま

し
た
。
渡
辺
執
行
委
員
長
を

は
じ
め
、
大
宮
地
本
の
仲
間

の
み
な
さ
ん
に
は
大
変
お
世

話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

実
家
（
自
宅
）
は
栃
木
県

宝
積
寺
で
す
。
実
家
で
は
以

前
か
ら
家
庭
菜
園
を
や
っ
て

い
ま
し
た
が
、
実
家
よ
り
通

勤
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
ろ

か
ら
、
母
と
一
緒
に
家
庭
菜

園
を
手
伝
う
よ
う
に
な
り
、

現
在
で
は
母
以
上
に
家
庭
菜

園
に
は
ま
っ
て
い
ま
す
。
今

年
は
キ
ュ
ウ
リ
、
ナ
ス
、
カ

ボ
チ
ャ
の
で
き
が
良
く
、
ジ

ャ
ガ
イ
モ
、
ト
マ
ト
は
イ
マ

イ
チ
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
里

イ
モ
、
ネ
ギ
、
落
花
生
を
収

穫
し
、
そ
の
後
は
大
根
と

白
菜
を
植
え
る
予
定
で
す
。

収
穫
し
た
野
菜
な
ど
を
漬
物

に
し
て
、
酒
の
ツ
マ
ミ
に
す

る
こ
と
も
楽
し
み
の
一
つ
で

す
。

◇　

◇

—
 

新
た
な
地
と
職
種
で
奮
闘

す
る
五
十
嵐
さ
ん
に
、
車
掌

時
代
の
愛
弟
子
の
一
人
で
あ

る
横
浜
地
本
の
田
村
孝
英
さ

ん
（
川
崎
運
輸
区
分
会
）
か

ら
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
き
ま

し
た —

　

矢
向
車
掌
区
時
代
、
提
案

さ
れ
た
ダ
イ
ヤ
（
行
路
）
の

組
み
替
え
は
「
五
十
嵐
さ
ん

の
右
に
出
る
人
は
い
な
い
」

と
い
う
ほ
ど
、
労
働
組
合
に

関
係
な
く
一
目
置
か
れ
る
存

在
で
し
た
。
ま
た
、
仕
事
面

に
お
い
て
も
業
務
知
識
が
豊

富
で
、
質
問
し
た
こ
と
に
対

し
て
詳
し
く
教
え
て
く
れ
る

頼
れ
る
先
輩
で
あ
り
、
誰
よ

り
も
負
け
ず
嫌
い
の
我
が
師

匠
で
し
た
。
ち
ょ
く
ち
ょ
く

ミ
ス
を
し
て
い
ま
し
た
が

（
笑
）

　

二
つ
の
労
働
組
合
か
ら

「
除
名
さ
れ
た
経
験
が
あ

る
」
と
聞
く
と
、
強
面
の
イ

メ
ー
ジ
を
思
い
浮
か
べ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
み
ん
な
か
ら

頼
り
に
さ
れ
、
誰

か
ら
も
愛
さ
れ
る

存
在
で
し
た
。
親

し
み
や
す
い
あ
ま

り
、
後
輩
か
ら

「
五
十
嵐
オ
ヤ

ジ
」
と
呼
ば
れ
る

な
ど
「
イ
ジ
ら
れ

キ
ャ
ラ
」
で
も
あ

り
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
体
に
気
を
つ

け
て
、
い
つ
ま
で
も
元
気
で

み
ん
な
を
明
る
く
し
て
く
れ

る
五
十
嵐
オ
ヤ
ジ
で
い
て
く

だ
さ
い
ね
。
家
庭
菜
園
で
収

穫
し
た
野
菜
を
今
度
、
分
会

の
仲
間
た
ち
と
食
べ
に
伺
い

ま
す
。
そ
の
と
き
は
宇
都
宮

の
ギ
ョ
ウ
ザ
付
き
で
お
願
い

し
ま
す
よ
（
笑
）

五
十
嵐 

好
信 

さ
ん  （
Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
・
氏
家
駅
）

大
宮
地
方
本
部

私
の
○
○
ヒ
ス
ト
リ
ー

〈提案内容〉
　育児・介護休業法施行規則等の改正に対応し、育児や介護を行う社員が介護休暇や看護休
暇を柔軟に取得することができるよう、以下のとおり就業規則等の改正を実施する。

１　改正内容
　 　就業規則第78条に規定する「介護休暇」及び「看護休暇」について、次の各号により、時間

単位（１時間の整数倍の時間をいう。）で取得することができるものとする。

（1 ）１箇月単位の変形労働時間制を適用する場合の時間単位の休暇は、指定した勤務の始業
時刻から連続して所定労働時間未満、又は指定した勤務の終業時刻まで連続して所定労働
時間未満のいずれかを単位として与えるものとし、勤務の中間には与えない。

（2 ）フレックスタイム制を適用する場合の時間単位の休暇は、社員が決定する始業時刻から連
続して７時間以内、又は社員が決定する終業時刻まで連続して７時間以内のいずれかを単位
として与えるものとし、勤務の中間には与えない。

（3 ）時間単位の休暇は、８時間をもって１日単位の休暇とみなして取り扱う。

２　実施期日
　　令和３年１月１日

※エルダー社員・グリーンスタッフ・テンボラリースタッフについても、同様に見直しを行う。

▽介護休暇とは（無給）
　社員の配偶者などの要介護者の介護、その
他の世話を必要とする場合に、１年度につき５
日以内を取得できる。

基本は前月の20日までに申請し、承認を得る

▽看護休暇とは（無給）
　小学校6年生までの子と同居し、負傷・疾
病の看護等を必要とする場合に、１年度につ
き５日以内を取得できる。

速やかに申請し、勤務整理を行う

▼乗務員（指定した労働時間／７時間10分）
介護・看護休暇の時間単位取得 所定勤務

最大７時間まで取得可能

▼交代制勤務（指定した労働時間／15時間）
介護・看護休暇の時間単位取得 所定勤務

最大14時間まで取得可能


